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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（定義）
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、
鉛、砒（ひ）素、トリクロロエチレンその他の
物質（放射性物質を除く。）であって、それが
土壌に含まれることに起因して人の健康に係る
被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定
めるものをいう。
２ この法律において「土壌汚染状況調査」とは、
次条第一項 及び第四条の土壌の特定有害物質に
よる汚染の状況の調査をいう。

（定義）
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、
鉛、砒（ひ）素、トリクロロエチレンその他の
物質（放射性物質を除く。）であって、それが
土壌に含まれることに起因して人の健康に係る
被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定
めるものをいう。
２ この法律において「土壌汚染状況調査」とは、
次条第一項 、第四条第二項及び第五条の土壌の
特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第二章 土壌汚染状況調査
（使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る
工場又は事業場の敷地であった土地の調査）
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設
（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十

第二章 土壌汚染状況調査
（使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る
工場又は事業場の敷地であった土地の調査）
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設
（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十
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八号）第二条第二項に規定する特定施設（次項
において単に「特定施設」という。）であっ
て、同条第二項第一号に規定する物質（特定有
害物質であるものに限る。）をその施設におい
て製造し、使用し、又は処理するものをいう。
以下同じ。）に係る工場又は事業場の敷地で
あった土地の所有者、管理者又は占有者（以下
「所有者等」という。）であって、当該有害物
質使用特定施設を設置していたもの又は次項の
規定により都道府県知事から通知を受けたもの
は、環境省令で定めるところにより、当該土地
の土壌の特定有害物質による汚染の状況につい
て、環境大臣が指定する者に環境省令で定める
方法により調査させて、その結果を都道府県知
事に報告しなければならない。ただし、環境省
令で定めるところにより、当該土地について予
定されている利用の方法からみて土壌の特定有
害物質による汚染により人の健康に係る被害が
生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を
受けたときは、この限りでない。
２ 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定
による特定施設（有害物質使用特定施設である
ものに限る。）の使用の廃止の届出を受けた場
合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止さ
れたことを知った場合において、当該有害物質
使用特定施設を設置していた者以外に当該土地
の所有者等があるときは、環境省令で定めると
ころにより、当該土地の所有者等に対し、当該
有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨そ
の他の環境省令で定める事項を通知するものと
する。
３ 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の
規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、政令で定めるところにより、その者に
対し、その報告を行い、又はその報告の内容を
是正すべきことを命ずることができる。
◆追加◆
◆追加◆

八号）第二条第二項に規定する特定施設（次項
において単に「特定施設」という。）であっ
て、同条第二項第一号に規定する物質（特定有
害物質であるものに限る。）をその施設におい
て製造し、使用し、又は処理するものをいう。
以下同じ。）に係る工場又は事業場の敷地で
あった土地の所有者、管理者又は占有者（以下
「所有者等」という。）であって、当該有害物
質使用特定施設を設置していたもの又は次項の
規定により都道府県知事から通知を受けたもの
は、環境省令で定めるところにより、当該土地
の土壌の特定有害物質による汚染の状況につい
て、環境大臣が指定する者に環境省令で定める
方法により調査させて、その結果を都道府県知
事に報告しなければならない。ただし、環境省
令で定めるところにより、当該土地について予
定されている利用の方法からみて土壌の特定有
害物質による汚染により人の健康に係る被害が
生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を
受けたときは、この限りでない。
２ 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定
による特定施設（有害物質使用特定施設である
ものに限る。）の使用の廃止の届出を受けた場
合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止さ
れたことを知った場合において、当該有害物質
使用特定施設を設置していた者以外に当該土地
の所有者等があるときは、環境省令で定めると
ころにより、当該土地の所有者等に対し、当該
有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨そ
の他の環境省令で定める事項を通知するものと
する。
３ 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の
規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
ときは、政令で定めるところにより、その者に
対し、その報告を行い、又はその報告の内容を
是正すべきことを命ずることができる。
４ 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認
に係る土地の利用の方法の変更をしようとする
ときは、環境省令で定めるところにより、あら
かじめ、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
５ 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合にお
いて、当該変更後の土地の利用の方法からみて
土壌の特定有害物質による汚染により人の健康
に係る被害が生ずるおそれがないと認められな
いときは、当該確認を取り消すものとする。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行

われる場合の調査）
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更（以
下「土地の形質の変更」という。）であって、
その対象となる土地の面積が環境省令で定める
規模以上のものをしようとする者は、当該土地
の形質の変更に着手する日の三十日前までに、
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環境省令で定めるところにより、当該土地の形
質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令
で定める事項を都道府県知事に届け出なければ
ならない。ただし、次に掲げる行為について
は、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令
で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う
行為

２ 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質
の変更の届出を受けた場合において、当該土地
が特定有害物質によって汚染されているおそれ
があるものとして環境省令で定める基準に該当
すると認めるときは、環境省令で定めるところ
により、当該土地の土壌の特定有害物質による
汚染の状況について、当該土地の所有者等に対
し、前条第一項の環境大臣が指定する者（以下
「指定調査機関」という。）に同項の環境省令
で定める方法により調査させて、その結果を報
告すべきことを命ずることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある
土地の調査）
第四条 都道府県知事は、 前条第一項本文に規定す
るもののほか、土壌の特定有害物質による汚染
により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあ
るものとして政令で定める基準に該当する土地
があると認めるときは、政令で定めるところに
より、当該土地の土壌の特定有害物質による汚
染の状況について、当該土地の所有者等に対
し、 同項の環境大臣が指定する者に同項の環境
省令で定める方法により調査させて、その結果
を報告すべきことを命ずることができる。
２ 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質に
よる汚染の状況の調査及びその結果の報告（以
下この項において「調査等」という。）を命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該調
査等を命ずべき者を確知することができず、か
つ、これを放置することが著しく公益に反する
と認められるときは、その者の負担において、
当該調査を自ら行うことができる。この場合に
おいては、相当の期限を定めて、当該調査等を
すべき旨及びその期限までに当該調査等をしな
いときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじ
め、公告しなければならない。

（土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある
土地の調査）
第五条 都道府県知事は、 第三条第一項本文及び前
条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有
害物質による汚染により人の健康に係る被害が
生ずるおそれがあるものとして政令で定める基
準に該当する土地があると認めるときは、政令
で定めるところにより、当該土地の土壌の特定
有害物質による汚染の状況について、当該土地
の所有者等に対し、 指定調査機関に第三条第一
項の環境省令で定める方法により調査させて、
その結果を報告すべきことを命ずることができ
る。
２ 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質に
よる汚染の状況の調査及びその結果の報告（以
下この項において「調査等」という。）を命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該調
査等を命ずべき者を確知することができず、か
つ、これを放置することが著しく公益に反する
と認められるときは、その者の負担において、
当該調査を自ら行うことができる。この場合に
おいて、相当の期限を定めて、当該調査等をす
べき旨及びその期限までに当該調査等をしない
ときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじ
め、公告しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三章 指定区域の指定等
◆追加◆ ◆追加◆

（指定区域の指定等）
第五条 都道府県知事は、 土壌汚染状況調査の結

第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域

（要措置区域の指定等）
第六条 都道府県知事は、 土地が次の各号のいずれ
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果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染
状態が環境省令で定める基準に適合しないと認
める場合には、当該土地の区域を その土地が特
定有害物質によって 汚染されている区域として
指定するものとする。
◆追加◆
◆追加◆
２ 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環
境省令で定めるところにより、その旨を公示し
なければならない。
３ 第一項の指定は、前項の公示によってその効力
を生ずる。
４ 都道府県知事は、 土壌の特定有害物質による汚
染の除去により、第一項の指定に係る区域（以
下「 指定区域」という。）の全部又は一部につ
いて同項の指定の事由がなくなったと認めると
きは、当該 指定区域の全部又は一部について同
項の指定を解除するものとする。
５ 第二項及び第三項の規定は、前項の解除につい
て準用する。

にも該当すると認める場合には、当該土地の区
域を 、その土地が特定有害物質によって 汚染さ
れており、当該汚染による人の健康に係る被害
を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡
散の防止その他の措置（以下「汚染の除去等の
措置」という。）を講ずることが必要な区域と
して指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の
特定有害物質による汚染状態が環境省令で定
める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の
健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれが
あるものとして政令で定める基準に該当する
こと。

２ 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環
境省令で定めるところにより、その旨を公示し
なければならない。
３ 第一項の指定は、前項の公示によってその効力
を生ずる。
４ 都道府県知事は、 汚染の除去等の措置により、
第一項の指定に係る区域（以下「 要措置区域」
という。）の全部又は一部について同項の指定
の事由がなくなったと認めるときは、当該 要措
置区域の全部又は一部について同項の指定を解
除するものとする。
５ 第二項及び第三項の規定は、前項の解除につい
て準用する。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（指定区域台帳）
第六条 都道府県知事は、指定区域の台帳（以下こ
の条において「指定区域台帳」という。）を調
製し、これを保管しなければならない。
２ 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保
管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
３ 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求めら
れたときは、正当な理由がなければ、これを拒
むことができない。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第四章 土壌汚染による健康被害の防止措置
（措置命令）
第七条 都道府県知事は、土壌の特定有害物質によ
る汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又
は生ずるおそれがあるものとして政令で定める
基準に該当する指定区域内の土地があると認め
るときは、政令で定めるところにより、その被
害を防止するため必要な限度において、当該土
地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当
該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必
要な措置（以下「汚染の除去等の措置」とい
う。）を講ずべきことを命ずることができる。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為に

◆削除◆ ◆削除◆
（汚染の除去等の措置）
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をした
ときは、環境省令で定めるところにより、当該
汚染による人の健康に係る被害を防止するため
必要な限度において、要措置区域内の土地の所
有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措
置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべ
きことを指示するものとする。ただし、当該土
地の所有者等以外の者の行為によって当該土地
の土壌の特定有害物質による汚染が生じたこと
が明らかな場合であって、その行為をした者
（相続、合併又は分割によりその地位を承継し
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よって当該土地の土壌の特定有害物質による汚
染が生じたことが明らかな場合であって、その
行為をした者（相続、合併又は分割によりその
地位を承継した者を含む。以下同じ。）に汚染
の除去等の措置を講じさせることが相当である
と認められ、かつ、これを講じさせることにつ
いて当該土地の所有者等に異議がないときは、
この限りでない。
２ 前項ただし書の場合においては、都道府県知事
は、政令で定めるところにより、その被害を防
止するため必要な限度において、その行為をし
た者に対し、相当の期限を定めて、汚染の除去
等の措置を講ずべきことを命ずることができ
る。
３ 第四条第二項の規定は、都道府県知事が前二項
の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきこ
とを命じようとする場合について準用する。こ
の場合において、同条第二項中「当該調査等」
及び「当該調査」とあるのは、「当該汚染の除
去等の措置」と読み替えるものとする。
◆追加◆
◆追加◆
４ 第一項、第二項又は前項において読み替えて準
用する第四条第二項の規定によって講ずべき 汚
染の除去等の措置の実施に関する技術的基準
は、環境省令で定める。

た者を含む。以下この項及び次条において同
じ。）に汚染の除去等の措置を講じさせること
が相当であると認められ、かつ、これを講じさ
せることについて当該土地の所有者等に異議が
ないときは、環境省令で定めるところにより、
その行為をした者に対し、指示するものとす
る。
２ 都道府県知事は、前項の規定による指示をする
ときは、当該要措置区域において講ずべき汚染
の除去等の措置及びその理由その他環境省令で
定める事項を示さなければならない。
３ 第一項の規定により都道府県知事から指示を受
けた者は、同項の期限までに、前項の規定によ
り示された汚染の除去等の措置（以下「指示措
置」という。）又はこれと同等以上の効果を有
すると認められる汚染の除去等の措置として環
境省令で定めるもの（以下「指示措置等」とい
う。）を講じなければならない。
４ 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置
等を講じていないと認めるときは、環境省令で
定めるところにより、その者に対し、当該指示
措置等を講ずべきことを命ずることができる。
５ 都道府県知事は、第一項の規定により指示をし
ようとする場合において、過失がなくて当該指
示を受けるべき者を確知することができず、か
つ、これを放置することが著しく公益に反する
と認められるときは、その者の負担において、
指示措置を自ら講ずることができる。この場合
において、相当の期限を定めて、指示措置等を
講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等
を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる
旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
６ 前三項の規定によって講ずべき 指示措置等に関
する技術的基準は、環境省令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（汚染の除去等の措置に要した費用の請求）
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等
は ◆追加◆、当該土地の土壌の特定有害物質に
よる汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為
によるものであるときは、その行為をした者に
対し、当該 命令に係る汚染の除去等の措置に要
した費用を請求することができる。ただし、そ
の行為をした者が既に当該 汚染の除去等の措
置に要する費用を負担し、又は負担したものと
みなされるときは、この限りでない。
２ 前項に規定する請求権は、当該 汚染の除去等の
措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った
時から三年間行わないときは、時効によって消
滅する。当該 汚染の除去等の措置を講じた時か
ら二十年を経過したときも、同様とする。

（汚染の除去等の措置に要した費用の請求）
第八条 前条第一項本文の規定により都道府県知事
から指示を受けた土地の所有者等は 、当該土地
において指示措置等を講じた場合において、当
該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該
土地の所有者等以外の者の行為によるものであ
るときは、その行為をした者に対し、当該 指示
措置等に要した費用について、指示措置に要す
る費用の額の限度において、請求することがで
きる。ただし、その行為をした者が既に当該 指
示措置等に要する費用を負担し、又は負担した
ものとみなされるときは、この限りでない。
２ 前項に規定する請求権は、当該 指示措置等を講
じ、かつ、その行為をした者を知った時から三
年間行わないときは、時効によって消滅する。
当該 指示措置等を講じた時から二十年を経過し
たときも、同様とする。
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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （要措置区域内における土地の形質の変更の禁

止）
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の
形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲
げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から
指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
あって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う
行為

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （適用除外）

第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規
定により都道府県知事から指示を受けた者が指
示措置等として行う行為については、適用しな
い。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ ◆追加◆

◆追加◆
第二節 形質変更時要届出区域

（形質変更時要届出区域の指定等）
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第
一号に該当し、同項第二号に該当しないと認め
る場合には、当該土地の区域を、その土地が特
定有害物質によって汚染されており、当該土地
の形質の変更をしようとするときの届出をしな
ければならない区域として指定するものとす
る。
２ 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚
染の除去により、前項の指定に係る区域（以下
「形質変更時要届出区域」という。）の全部又
は一部について同項の指定の事由がなくなった
と認めるときは、当該形質変更時要届出区域の
全部又は一部について同項の指定を解除するも
のとする。
３ 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指
定及び前項の解除について準用する。
４ 形質変更時要届出区域の全部又は一部につい
て、第六条第一項の規定による指定がされた場
合においては、当該形質変更時要届出区域の全
部又は一部について第一項の指定が解除された
ものとする。この場合において、同条第二項の
規定による指定の公示をしたときは、前項にお
いて準用する同条第二項の規定による解除の公
示をしたものとみなす。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
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（ 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令）
第九条 指定区域内において 土壌の採取その他の土
地の形質の変更をしようとする者は、当該土地
の形質の変更に着手する日の十四日前までに、
環境省令で定めるところにより、当該土地の形
質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定
日その他環境省令で定める事項を都道府県知事
に届け出なければならない。ただし、次 の各
号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項又は第二項の規定による命令に
基づく汚染の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
あって、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行
為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う
行為

２ 指定区域が指定された際当該 指定区域内におい
て既に土地の形質の変更に着手している者は、
その指定の日から起算して十四日以内に、環境
省令で定めるところにより、都道府県知事にそ
の旨を届け出なければならない。
３ 指定区域内において非常災害のために必要な応
急措置として土地の形質の変更をした者は、当
該土地の形質の変更をした日から起算して十四
日以内に、環境省令で定めるところにより、都
道府県知事にその旨を届け出なければならな
い。
４ 都道府県知事は、第一項の届出 があった場合に
おいて、その届出に係る土地の形質の変更の施
行方法が環境省令で定める基準に適合しないと
認めるときは、その届出を 受理した日から十四
日以内に限り、その届出をした者に対し、その
届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関す
る計画の変更を命ずることができる。

（ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の
変更の届出及び計画変更命令）
第十二条 形質変更時要届出区域内において ◆削除
◆土地の形質の変更をしようとする者は、当該
土地の形質の変更に着手する日の十四日前まで
に、環境省令で定めるところにより、当該土地
の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手
予定日その他環境省令で定める事項を都道府県
知事に届け出なければならない。ただし、次 ◆
削除◆に掲げる行為については、この限りでな
い。
◆削除◆
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
あって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着
手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う
行為

２ 形質変更時要届出区域が指定された際当該 形質
変更時要届出区域内において既に土地の形質の
変更に着手している者は、その指定の日から起
算して十四日以内に、環境省令で定めるところ
により、都道府県知事にその旨を届け出なけれ
ばならない。
３ 形質変更時要届出区域内において非常災害のた
めに必要な応急措置として土地の形質の変更を
した者は、当該土地の形質の変更をした日から
起算して十四日以内に、環境省令で定めるとこ
ろにより、都道府県知事にその旨を届け出なけ
ればならない。
４ 都道府県知事は、第一項の届出 を受けた場合に
おいて、その届出に係る土地の形質の変更の施
行方法が環境省令で定める基準に適合しないと
認めるときは、その届出を 受けた日から十四日
以内に限り、その届出をした者に対し、その届
出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する
計画の変更を命ずることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （適用除外）

第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届
出区域内における土地の形質の変更について
は、適用しない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ ◆追加◆

◆追加◆
第三節 雑則

（指定の申請）
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文、
第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を
受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染
の状況について調査した結果、当該土地の土壌
の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項
第一号の環境省令で定める基準に適合しないと
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思料するときは、環境省令で定めるところによ
り、都道府県知事に対し、当該土地の区域につ
いて同項又は第十一条第一項の規定による指定
をすることを申請することができる。この場合
において、当該土地に当該申請に係る所有者等
以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、そ
の全員の合意を得なければならない。
２ 前項の申請をする者は、環境省令で定めるとこ
ろにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定
有害物質による汚染の状況の調査（以下この条
において「申請に係る調査」という。）の方法
及び結果その他環境省令で定める事項を記載し
た申請書に、環境省令で定める書類を添付し
て、これを都道府県知事に提出しなければなら
ない。
３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合に
おいて、申請に係る調査が公正に、かつ、第三
条第一項の環境省令で定める方法により行われ
たものであると認めるときは、当該申請に係る
土地の区域について、第六条第一項又は第十一
条第一項の規定による指定をすることができ
る。この場合において、当該申請に係る調査
は、土壌汚染状況調査とみなす。
４ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合に
おいて、必要があると認めるときは、当該申請
をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若
しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当
該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る
調査の実施状況を検査させることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （台帳）

第十五条 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び
形質変更時要届出区域の台帳（以下この条にお
いて「台帳」という。）を調製し、これを保管
しなければならない。
２ 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し
必要な事項は、環境省令で定める。
３ 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたとき
は、正当な理由がなければ、これを拒むことが
できない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ ◆追加◆
◆追加◆ ◆追加◆

◆追加◆

第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置

（汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令）
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域
（以下「要措置区域等」という。）内の土地の
土壌（指定調査機関が環境省令で定める方法に
より調査した結果、特定有害物質による汚染状
態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基
準に適合すると都道府県知事が認めたものを除
く。以下「汚染土壌」という。）を当該要措置
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区域等外へ搬出しようとする者（その委託を受
けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者
を除く。）は、当該汚染土壌の搬出に着手する
日の十四日前までに、環境省令で定めるところ
により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け
出なければならない。ただし、非常災害のため
に必要な応急措置として当該搬出を行う場合及
び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該
搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌
を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項を変更しようとするときは、その届出
に係る行為に着手する日の十四日前までに、環
境省令で定めるところにより、その旨を都道府
県知事に届け出なければならない。
３ 非常災害のために必要な応急措置として汚染土
壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該
汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内
に、環境省令で定めるところにより、都道府県
知事にその旨を届け出なければならない。
４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出が
あった場合において、次の各号のいずれかに該
当すると認めるときは、その届出を受けた日か
ら十四日以内に限り、その届出をした者に対
し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命
ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土
壌の運搬に関する基準に違反している場合 当
該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土
壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた
者（以下「汚染土壌処理業者」という。）に
委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土
壌処理業者に委託すること。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （運搬に関する基準）

第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬
する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に
関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなけ
ればならない。ただし、非常災害のために必要
な応急措置として当該運搬を行う場合は、この
限りでない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （汚染土壌の処理の委託）
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第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出す
る者（その委託を受けて当該汚染土壌の運搬の
みを行う者を除く。）は、当該汚染土壌の処理
を汚染土壌処理業者に委託しなければならな
い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでな
い。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者
が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を
自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該
搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該
搬出を行う場合

２ 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応
急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ
搬出した者について準用する。ただし、当該搬
出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚
染土壌を自ら処理する場合は、この限りでな
い。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （措置命令）

第十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに
該当する場合において、汚染土壌の特定有害物
質による汚染の拡散の防止のため必要があると
認めるときは、当該各号に定める者に対し、相
当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬
及び処理のための措置その他必要な措置を講ず
べきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運
搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項（同条第二項において準用する場
合を含む。）の規定に違反して当該汚染土壌
の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった
場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬
出した者（その委託を受けて当該汚染土壌の
運搬のみを行った者を除く。）

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （管理票）

第二十条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出す
る者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に
委託する場合には、環境省令で定めるところに
より、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時
に当該汚染土壌の運搬を受託した者（当該委託
が汚染土壌の処理のみに係るものである場合に
あっては、その処理を受託した者）に対し、当
該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚
染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の
氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記
載した管理票を交付しなければならない。ただ
し、非常災害のために必要な応急措置として当
該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用
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に供するために当該搬出を行う場合は、この限
りでない。
２ 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応
急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ
搬出した者について準用する。
３ 汚染土壌の運搬を受託した者（以下「運搬受託
者」という。）は、当該運搬を終了したとき
は、第一項（前項において準用する場合を含
む。以下この項及び次項において同じ。）の規
定により交付された管理票に環境省令で定める
事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第
一項の規定により管理票を交付した者（以下こ
の条において「管理票交付者」という。）に当
該管理票の写しを送付しなければならない。こ
の場合において、当該汚染土壌について処理を
委託された者があるときは、当該処理を委託さ
れた者に管理票を回付しなければならない。
４ 汚染土壌の処理を受託した者（以下「処理受託
者」という。）は、当該処理を終了したとき
は、第一項の規定により交付された管理票又は
前項後段の規定により回付された管理票に環境
省令で定める事項を記載し、環境省令で定める
期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に
当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規
定により回付されたものであるときは、当該回
付をした者にも当該管理票の写しを送付しなけ
ればならない。
５ 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の
写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理
が終了したことを当該管理票の写しにより確認
し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受け
た日から環境省令で定める期間保存しなければ
ならない。
６ 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、
第三項又は第四項の規定による管理票の写しの
送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定
する事項が記載されていない管理票の写し若し
くは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受
けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌
の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都
道府県知事に届け出なければならない。
７ 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票
の写しを送付したとき（同項後段の規定により
管理票を回付したときを除く。）は当該管理票
を当該送付の日から、第四項後段の規定による
管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票
の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環
境省令で定める期間保存しなければならない。
８ 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票
の写しを送付したときは、当該管理票を当該送
付の日から環境省令で定める期間保存しなけれ
ばならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
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◆追加◆ （虚偽の管理票の交付等の禁止）
第二十一条 何人も、汚染土壌の運搬を受託してい
ないにもかかわらず、前条第三項に規定する事
項について虚偽の記載をして管理票を交付して
はならない。
２ 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにも
かかわらず、前条第四項に規定する事項につい
て虚偽の記載をして管理票を交付してはならな
い。
３ 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土
壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわ
らず、前条第三項又は第四項の送付をしてはな
らない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ ◆追加◆

◆追加◆
第二節 汚染土壌処理業

（汚染土壌処理業）
第二十二条 汚染土壌の処理（当該要措置区域等内
における処理を除く。）を業として行おうとす
る者は、環境省令で定めるところにより、汚染
土壌の処理の事業の用に供する施設（以下「汚
染土壌処理施設」という。）ごとに、当該汚染
土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事
の許可を受けなければならない。
２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で
定めるところにより、次に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設の設置の場所
三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌
の特定有害物質による汚染状態
五 その他環境省令で定める事項

３ 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲
げる基準に適合していると認めるときでなけれ
ば、同項の許可をしてはならない。
一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事
業を的確に、かつ、継続して行うに足りるも
のとして環境省令で定める基準に適合するも
のであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反
し、刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から二
年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消さ
れ、その取消しの日から二年を経過しない
者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうち
にイ又はロのいずれかに該当する者がある
もの

４ 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けな
ければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。
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５ 第二項及び第三項の規定は、前項の更新につい
て準用する。
６ 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土
壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理
を行わなければならない。
７ 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に
委託してはならない。
８ 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところ
により、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごと
に、当該汚染土壌処理施設において行った汚染
土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録
し、これを当該汚染土壌処理施設（当該汚染土
壌処理施設に備え置くことが困難である場合に
あっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事
務所）に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し
利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させな
ければならない。
９ 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に
係る汚染土壌処理施設において破損その他の事
故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処
理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚
水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透
し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都
道府県知事に届け出なければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （変更の許可等）

第二十三条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る
前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変
更をしようとするときは、環境省令で定めると
ころにより、都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、その変更が環境省令で定
める軽微な変更であるときは、この限りでな
い。
２ 前条第三項の規定は、前項の許可について準用
する。
３ 汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省
令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第
二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定め
る事項に変更があったときは、環境省令で定め
るところにより、遅滞なく、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。
４ 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事
業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止
し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を
再開しようとするときは、環境省令で定めると
ころにより、あらかじめ、その旨を都道府県知
事に届け出なければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （改善命令）

第二十四条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者に
より第二十二条第六項の環境省令で定める汚染
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土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌
の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土
壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該
汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置
を講ずべきことを命ずることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （許可の取消し等）

第二十五条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が
次の各号のいずれかに該当するときは、その許
可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてそ
の事業の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。
一 第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれか
に該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十
二条第三項第一号の環境省令で定める基準に
適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違
反したとき。
四 不正の手段により第二十二条第一項の許可
（同条第四項の許可の更新を含む。）又は第
二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （名義貸しの禁止）

第二十六条 汚染土壌処理業者は、自己の名義を
もって、他人に汚染土壌の処理を業として行わ
せてはならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （許可の取消し等の場合の措置義務）

第二十七条 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は
第二十五条の規定により許可を取り消された汚
染土壌処理業者は、環境省令で定めるところに
より、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌
処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染
土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散
の防止その他必要な措置を講じなければならな
い。
２ 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理
施設の特定有害物質による汚染により、人の健
康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある
と認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染
土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当
の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の
拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを
命ずることができる。

- 本則-
14



施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （環境省令への委任）

第二十八条 この節に定めるもののほか、汚染土壌
の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第五章 指定調査機関
（指定の申請等）
第十条 第三条第一項の指定は、環境省令で定める
ところにより、土壌汚染状況調査 ◆追加◆を行
おうとする者の申請により行う。
２ 環境大臣は、第三条第一項の指定をしたとき
は、その旨を公示しなければならない。

第五章 指定調査機関
（指定の申請）
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定
めるところにより、土壌汚染状況調査 及び第十
六条第一項の調査（以下この章において「土壌
汚染状況調査等」という。）を行おうとする者
の申請により行う。
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（欠格条項）
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、第
三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反
し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から二年を
経過しない者
二 第十九条第一項の規定により指定を取り消さ
れ、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに
前二号のいずれかに該当する者があるもの

（欠格条項）
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第
三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反
し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から二年を
経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに
前二号のいずれかに該当する者があるもの

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（指定の基準）
第十二条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請
が次の各号に適合していると認めるときでなけ
れば、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂
行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を
有するものとして、環境省令で定める基準に
適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に
応じて環境省令で定める構成員の構成が 土壌
汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすお
それがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、 土壌汚染状況調
査が不公正になるおそれがないものとして、
環境省令で定める基準に適合するものである
こと。

（指定の基準）
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申
請が次の各号に適合していると認めるときでな
ければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に
遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力
を有するものとして、環境省令で定める基準
に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に
応じて環境省令で定める構成員の構成が 土壌
汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼす
おそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、 土壌汚染状況調査
等が不公正になるおそれがないものとして、
環境省令で定める基準に適合するものである
こと。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
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◆追加◆ （指定の更新）
第三十二条 第三条第一項の指定は、五年ごとにそ
の更新を受けなければ、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。
２ 前三条の規定は、前項の指定の更新について準
用する。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （技術管理者の設置）

第三十三条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等
を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の
技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定め
る基準に適合するもの（次条において「技術管
理者」という。）を選任しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （技術管理者の職務）

第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等
を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況
調査等に従事する他の者の監督をさせなければ
ならない。ただし、技術管理者以外の者が当該
土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この
限りでない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（ 事業所の変更の届出）
第十三条 第三条第一項の指定を受けた者（以下
「指定調査機関」という。）は、土壌汚染状況
調査を行う事業所の 所在地を変更しようとする
ときは ◆追加◆、変更しようとする日の 二週間
前までに、環境大臣に届け出なければならな
い。
２ 環境大臣は、前項の届出があったときは、その
旨を公示しなければならない。

（ ◆削除◆変更の届出）
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査
等を行う事業所の 名称又は所在地その他環境省
令で定める事項を変更しようとするときは 、環
境省令で定めるところにより、変更しようとす
る日の 十四日前までに、その旨を環境大臣に届
け出なければならない。
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（ 土壌汚染状況調査の義務）
第十四条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査を行
うことを求められたときは、正当な理由がある
場合を除き、遅滞なく、 土壌汚染状況調査を行
わなければならない。
２ 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項
◆追加◆の環境省令で定める方法により 土壌汚
染状況調査を行わなければならない。
３ 環境大臣は、前二項に規定する場合において、
指定調査機関がその 土壌汚染状況調査を行わ
ず、又はその方法が適当でないときは、指定調
査機関に対し、その 土壌汚染状況調査を行い、

（ 土壌汚染状況調査等の義務）
第三十六条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査
等を行うことを求められたときは、正当な理由
がある場合を除き、遅滞なく、 土壌汚染状況調
査等を行わなければならない。
２ 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項
及び第十六条第一項の環境省令で定める方法に
より 土壌汚染状況調査等を行わなければならな
い。
３ 環境大臣は、前二項に規定する場合において、
指定調査機関がその 土壌汚染状況調査等を行わ
ず、又はその方法が適当でないときは、指定調
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又はその方法を改善すべきことを命ずることが
できる。

査機関に対し、その 土壌汚染状況調査等を行
い、又はその方法を改善すべきことを命ずるこ
とができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（業務規程）
第十五条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査の業
務に関する規程（次項において「業務規程」と
いう。）を定め、 土壌汚染状況調査の業務の開
始前に、環境大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定め
る。

（業務規程）
第三十七条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査
等の業務に関する規程（次項において「業務規
程」という。）を定め、 土壌汚染状況調査等の
業務の開始前に、環境大臣に届け出なければな
らない。これを変更しようとするときも、同様
とする。
２ 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定め
る。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （帳簿の備付け等）

第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めると
ころにより、土壌汚染状況調査等の業務に関す
る事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿
を備え付け、これを保存しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（適合命令）
第十六条 環境大臣は、指定調査機関が 第十二条各
号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき
は、その指定調査機関に対し、これらの規定に
適合するため必要な措置を 執るべきことを命ず
ることができる。

（適合命令）
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が 第三十一
条各号のいずれかに適合しなくなったと認める
ときは、その指定調査機関に対し、これらの規
定に適合するため必要な措置を 講ずべきことを
命ずることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（業務の廃止の届出）
第十七条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査の業
務を廃止したときは、環境省令で定めるところ
により、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出
なければならない。
２ 環境大臣は、前項の届出があったときは、その
旨を公示しなければならない。

（業務の廃止の届出）
第四十条 指定調査機関は、 土壌汚染状況調査等の
業務を廃止したときは、環境省令で定めるとこ
ろにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け
出なければならない。
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（指定の失効）
第十八条 指定調査機関が 土壌汚染状況調査の業務
を廃止したときは、第三条第一項の指定は、そ
の効力を失う。

（指定の失効）
第四十一条 指定調査機関が 土壌汚染状況調査等の
業務を廃止したときは、第三条第一項の指定
は、その効力を失う。
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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（指定の取消し）
第十九条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号の
いずれかに該当するときは、第三条第一項の指
定を取り消すことができる。
一 第十一条第一号又は第三号に該当するに至っ
たとき。
二 第十三条第一項又は第十五条第一項の規定に
違反したとき。
三 第十四条第三項又は第十六条の規定による命
令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受け
たとき。

２ 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消し
たときは、その旨を公示しなければならない。

（指定の取消し）
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号
のいずれかに該当するときは、第三条第一項の
指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至っ
たとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項
又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定によ
る命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受け
たとき。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （公示）

第四十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、そ
の旨を公示しなければならない。
一 第三条第一項の指定をしたとき。
二 第三十二条第一項の規定により第三条第一項
の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定
により同項の指定を取り消したとき。
三 第三十五条（同条の環境省令で定める事項の
変更に係るものを除く。）又は第四十条の規
定による届出を受けたとき。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第六章 指定支援法人
（指定）
第二十条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団
法人であって、次条に規定する業務（以下「支
援業務」という。）を適正かつ確実に行うこと
ができると認められるものを、その申請によ
り、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う
者として指定することができる。
２ 環境大臣は、前項の指定をしたときは、当該指
定を受けた者（以下「指定支援法人」とい
う。）の名称、住所及び事務所の所在地を公示
しなければならない。
３ 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の
所在地を変更しようとするときは、あらかじ
め、その旨を環境大臣に届け出なければならな
い。
４ 環境大臣は、前項の届出があったときは、その
旨を公示しなければならない。

第六章 指定支援法人
（指定）
第四十四条 環境大臣は、一般社団法人又は一般財
団法人であって、次条に規定する業務（以下
「支援業務」という。）を適正かつ確実に行う
ことができると認められるものを、その申請に
より、全国を通じて一個に限り、支援業務を行
う者として指定することができる。
◆削除◆
２ 前項の指定を受けた者（以下「指定支援法人」
という。）は、その名称、住所又は事務所の所
在地を変更しようとするときは、あらかじめ、
その旨を環境大臣に届け出なければならない。
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日

18



（業務）
第二十一条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行
うものとする。
一 指定区域内の土地において汚染の除去等の措
置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団
体に対し、政令で定めるところにより、助成
金を交付すること。
二 土壌汚染状況調査又は指定区域内の土地にお
ける汚染の除去等の措置若しくは土地の形質
の変更（次号において「土壌汚染状況調査
等」という。）について、照会及び相談に応
じ、並びに必要な助言を行うこと。
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
三 土壌汚染状況調査等の適正かつ円滑な実施を
推進するため、土壌の特定有害物質による汚
染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普
及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。

（業務）
第四十五条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行
うものとする。
一 要措置区域内の土地において汚染の除去等の
措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共
団体に対し、政令で定めるところにより、助
成金を交付すること。
二 次に掲げる事項について、照会及び相談に応
じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去
等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形
質の変更

三 前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円
滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物
質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関
し、知識を普及し、及び国民の理解を増進す
ること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（基金）
第二十二条 指定支援法人は、支援業務に関する基
金（次条において単に「基金」という。）を設
け、同条の規定により交付を受けた補助金と支
援業務に要する資金に充てることを条件として
政府以外の者から出えんされた金額の合計額に
相当する金額をもってこれに充てるものとす
る。

（基金）
第四十六条 指定支援法人は、支援業務に関する基
金（次条において単に「基金」という。）を設
け、同条の規定により交付を受けた補助金と支
援業務に要する資金に充てることを条件として
政府以外の者から出えんされた金額の合計額に
相当する金額をもってこれに充てるものとす
る。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（基金への補助金）
第二十三条 政府は、予算の範囲内において、指定
支援法人に対し、基金に充てる資金を補助する
ことができる。

（基金への補助金）
第四十七条 政府は、予算の範囲内において、指定
支援法人に対し、基金に充てる資金を補助する
ことができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（事業計画等）
第二十四条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省
令で定めるところにより、支援業務に関し事業
計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。
２ 指定支援法人は、環境省令で定めるところによ
り、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報
告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出
しなければならない。

（事業計画等）
第四十八条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省
令で定めるところにより、支援業務に関し事業
計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。
２ 指定支援法人は、環境省令で定めるところによ
り、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報
告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出
しなければならない。
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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（区分経理）
第二十五条 指定支援法人は、支援業務に係る経理
については、その他の経理と区分し、特別の勘
定を設けて整理しなければならない。

（区分経理）
第四十九条 指定支援法人は、支援業務に係る経理
については、その他の経理と区分し、特別の勘
定を設けて整理しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（秘密保持義務）
第二十六条 指定支援法人の役員若しくは職員又は
これらの職にあった者は、 第二十一条第一号若
しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲
げる業務（同条第一号又は第二号に掲げる業務
に附帯するものに限る。）に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。

（秘密保持義務）
第五十条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこ
れらの職にあった者は、 第四十五条第一号若し
くは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げ
る業務（同条第一号又は第二号に掲げる業務に
附帯するものに限る。）に関して知り得た秘密
を漏らしてはならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（監督命令）
第二十七条 環境大臣は、この章の規定を施行する
ために必要な限度において、指定支援法人に対
し、支援業務に関し監督上必要な命令をするこ
とができる。

（監督命令）
第五十一条 環境大臣は、この章の規定を施行する
ために必要な限度において、指定支援法人に対
し、支援業務に関し監督上必要な命令をするこ
とができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（指定の取消し）
第二十八条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号
のいずれかに該当するときは 、第二十条第一
項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することがで
きないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若し
くは処分に違反したとき。
三 不正の手段により 第二十条第一項の指定を受
けたとき。

２ 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消し
たときは、その旨を公示しなければならない。

（指定の取消し）
第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号
のいずれかに該当するときは 、第四十四条第一
項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することがで
きないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若し
くは処分に違反したとき。
三 不正の手段により 第四十四条第一項の指定を
受けたとき。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （公示）

第五十三条 環境大臣は、次に掲げる場合には、そ
の旨を公示しなければならない。
一 第四十四条第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条第二項の規定による届出を受けた
とき。
三 前条の規定により第四十四条第一項の指定を
取り消したとき。
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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第七章 雑則
（報告及び検査）
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、この法
律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況
調査に係る土地若しくは 指定区域内の土地の所
有者等又は 指定区域内の土地において汚染の除
去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、
若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当
該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変
更の実施状況その他必要な事項について報告を
求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、
当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措
置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査
させることができる。
２ 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員
による立入検査は、土壌の特定有害物質による
汚染により人の健康に係る被害が生ずることを
防止するため緊急の必要があると認められる場
合に行うものとする。
◆追加◆
◆追加◆
３ 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度にお
いて、指定調査機関又は指定支援法人に対し、
その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告
を求め、又はその職員に、その者の事務所に立
ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させることができる。
４ 第一項又は 前項の規定により立入検査をする職
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
に提示しなければならない。
５ 第一項又は第三項 ◆追加◆の立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。

第七章 雑則
（報告及び検査）
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法
律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況
調査に係る土地若しくは 要措置区域等内の土地
の所有者等又は 要措置区域等内の土地において
汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更
を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の
状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の
形質の変更の実施状況その他必要な事項につい
て報告を求め、又はその職員に、当該土地に立
ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除
去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状
況を検査させることができる。
２ 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員
による立入検査は、土壌の特定有害物質による
汚染により人の健康に係る被害が生ずることを
防止するため緊急の必要があると認められる場
合に行うものとする。
３ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度
において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬
出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対
し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し
必要な報告を求め、又はその職員に、これらの
者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所
その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供
する自動車その他の車両若しくは船舶（以下こ
の項において「自動車等」という。）に立ち入
り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳
簿、書類その他の物件を検査させることができ
る。
４ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度
において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理
業者であった者に対し、その事業に関し必要な
報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業
者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務
所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入
り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ
ることができる。
５ 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度にお
いて、指定調査機関又は指定支援法人に対し、
その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告
を求め、又はその職員に、その者の事務所に立
ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させることができる。
６ 第一項又は 前三項の規定により立入検査をする
職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
者に提示しなければならない。
７ 第一項又は第三項 から第五項までの立入検査の
権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
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（協議）
第三十条 都道府県知事は、法令の規定により公共
の用に供する施設の管理を行う者がその権原に
基づき管理する土地として政令で定めるものに
ついて、第三条第三項、 第四条第一項、第七条
第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定
による命令をしようとするときは、あらかじ
め、当該施設の管理を行う者に協議しなければ
ならない。

（協議）
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公
共の用に供する施設の管理を行う者がその権原
に基づき管理する土地として政令で定めるもの
について、第三条第三項、 第四条第二項、第五
条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の
規定による命令をしようとするときは、あらか
じめ、当該施設の管理を行う者に協議しなけれ
ばならない。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（資料の提出の要求等）
第三十一条 環境大臣は、この法律の目的を達成す
るため必要があると認めるときは、関係地方公
共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明
を求めることができる。
２ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するた
め必要があると認めるときは、関係行政機関の
長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資
料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定
有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染
による人の健康に係る被害の防止に関し意見を
述べることができる。

（資料の提出の要求等）
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成す
るため必要があると認めるときは、関係地方公
共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明
を求めることができる。
２ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するた
め必要があると認めるときは、関係行政機関の
長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資
料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定
有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染
による人の健康に係る被害の防止に関し意見を
述べることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（環境大臣の指示）
第三十二条 環境大臣は、土壌の特定有害物質によ
る汚染により人の健康に係る被害が生ずること
を防止するため緊急の必要があると認めるとき
は、都道府県知事又は 第三十七条の政令で定め
る市（特別区を含む。）の長に対し、次に掲げ
る事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項の確認に関する事務
二 第三条第三項、 第四条第一項、第七条第一項
及び第二項並びに第九条第四項の命令に関す
る事務
◆追加◆
三 第四条第二項の調査に関する事務
四 第五条第一項の指定に関する事務
五 第五条第二項の公示に関する事務
六 第五条第四項の指定の解除に関する事務
◆追加◆
七 第七条第三項において読み替えて準用する第
四条第二項の汚染の除去等の措置に関する事
務
八 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べる
ことに関する事務

（環境大臣の指示）
第五十七条 環境大臣は、土壌の特定有害物質によ
る汚染により人の健康に係る被害が生ずること
を防止するため緊急の必要があると認めるとき
は、都道府県知事又は 第六十四条の政令で定め
る市（特別区を含む。）の長に対し、次に掲げ
る事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二 第三条第三項、 第四条第二項、第五条第一
項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六
条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五
条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三 第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四 第五条第二項の調査に関する事務
五 第六条第一項の指定に関する事務
六 第六条第二項の公示に関する事務
七 第六条第四項の指定の解除に関する事務
八 第七条第一項の指示に関する事務
九 第七条第五項の指示措置に関する事務
十 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べる
ことに関する事務

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（国の援助） （国の援助）
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第三十三条 国は、土壌の特定有害物質による汚染
により人の健康に係る被害が生ずることを防止
するため、土壌汚染状況調査又は 指定区域内の
土地における汚染の除去等の措置の実施につき
必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の
援助に努めるものとする。
２ 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者
に対する特別の配慮がなされなければならな
い。

第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染
により人の健康に係る被害が生ずることを防止
するため、土壌汚染状況調査又は 要措置区域内
の土地における汚染の除去等の措置の実施につ
き必要な資金のあっせん、技術的な助言その他
の援助に努めるものとする。
２ 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者
に対する特別の配慮がなされなければならな
い。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（研究の推進等）
第三十四条 国は、汚染の除去等の措置に関する技
術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染
により人の健康に係る被害が生ずることを防止
するための研究を推進し、その成果の普及に努
めるものとする。

（研究の推進等）
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技
術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染
により人の健康に係る被害が生ずることを防止
するための研究を推進し、その成果の普及に努
めるものとする。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（国民の理解の増進）
第三十五条 国及び地方公共団体は、教育活動、広
報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物
質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する
国民の理解を深めるよう努めるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすた
めに必要な人材を育成するよう努めるものとす
る。

（国民の理解の増進）
第六十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報
活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質
による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国
民の理解を深めるよう努めるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすた
めに必要な人材を育成するよう努めるものとす
る。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収

集、整理、保存及び提供等）
第六十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域
内の土地について、土壌の特定有害物質による
汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保
存し、及び適切に提供するよう努めるものとす
る。
２ 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学
校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ず
る施設を設置しようとする者に対し、当該施設
を設置しようとする土地が第四条第二項の環境
省令で定める基準に該当するか否かを把握させ
るよう努めるものとする。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（経過措置）
第三十六条 この法律の規定に基づき命令を制定
し、又は改廃する場合においては、その命令
で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判

（経過措置）
第六十二条 この法律の規定に基づき命令を制定
し、又は改廃する場合においては、その命令
で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判
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断される範囲内において、所要の経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）を定めることが
できる。

断される範囲内において、所要の経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）を定めることが
できる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（権限の委任）
第三十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権
限は、環境省令で定めるところにより、地方環
境事務所長に委任することができる。

（権限の委任）
第六十三条 この法律に規定する環境大臣の権限
は、環境省令で定めるところにより、地方環境
事務所長に委任することができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（政令で定める市の長による事務の処理）
第三十七条 この法律の規定により都道府県知事の
権限に属する事務の一部は、政令で定めるとこ
ろにより、政令で定める市（特別区を含む。）
の長が行うこととすることができる。

（政令で定める市の長による事務の処理）
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の
権限に属する事務の一部は、政令で定めるとこ
ろにより、政令で定める市（特別区を含む。）
の長が行うこととすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第八章 罰則
第三十八条 第三条第三項、第四条第一項、第七条
第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定
による命令に違反した者は、一年以下の懲役又
は百万円以下の罰金に処する。
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆

第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一
項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六
条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五
条又は第二十七条第二項の規定による命令に
違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土
壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土
壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可
（同条第四項の許可の更新を含む。）又は第
二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土
壌の処理を業として行わせた者

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三十九条 第九条第一項の規定による届出をせ
ず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲
役又は三十万円以下の罰金に処する。
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、
三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
る。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一
項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二
十三条第三項若しくは第四項の規定による届
出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬
した者
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◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆

三 第十八条第一項（同条第二項において準用す
る場合を含む。）又は第二十二条第七項の規
定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託
した者
四 第二十条第一項（同条第二項において準用す
る場合を含む。）の規定に違反して、管理票
を交付せず、又は同条第一項に規定する事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理
票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反
して、管理票の写しを送付せず、又はこれら
の規定に規定する事項を記載せず、若しくは
虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理
票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に
違反して、管理票又はその写しを保存しな
かった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反し
て、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付を
した者

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三
十万円以下の罰金に処する。
◆追加◆
一 第二十六条の規定に違反した者
二 第二十九条第一項若しくは第三項の規定によ
る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又
はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避した者

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せ
ず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備
え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項
までの規定による報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、前三条（ 前条第一号を除
く。）の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対して各本条の罰金
刑を科する。

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、前三条（ 前条第二号を除
く。）の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対して各本条の罰金
刑を科する。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第四十二条 第九条第二項又は第三項の規定による
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十
万円以下の過料に処する。

第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十
六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規
定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
は、二十万円以下の過料に処する。

- 改正法･附則・題名- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
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施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ 附 則（平成二一・四・二四法二三）

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの
間において政令で定める日から施行する。〔平
成二一年政令第二四五号で同二二年四月一日か
ら施行〕ただし、次条及び附則第十四条の規定
は、公布の日から起算して六月を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。〔平
成二一年政令第二四五号で同年一〇月二三日か
ら施行〕

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （準備行為）

第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法
（以下「新法」という。）第二十二条第一項の
許可を受けようとする者は、この法律の施行前
においても、同条第二項の規定の例により、そ
の申請を行うことができる。
２ 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに
添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処
する。
３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者
を罰するほか、その法人又は人に対して同項の
罰金刑を科する。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出

に関する経過措置）
第三条 新法第四条第一項の規定は、この法律の施
行の日（以下「施行日」という。）から起算し
て三十日を経過する日以後に土地の形質の変更
（同項に規定する土地の形質の変更をいう。附
則第八条において同じ。）に着手する者につい
て適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （指定区域の指定に関する経過措置）

第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改
正前の土壌汚染対策法（以下「旧法」とい
う。）第五条第一項の規定により指定されてい
る土地の区域は、新法第十一条第一項の規定に
より指定された同条第二項に規定する形質変更
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時要届出区域とみなす。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （指定区域台帳に関する経過措置）

第五条 この法律の施行の際現に存する旧法第六条
第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第
十五条第一項の規定による形質変更時要届出区
域の台帳とみなす。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （措置命令に関する経過措置）

第六条 この法律の施行前にした旧法第七条第一項
又は第二項の規定に基づく命令については、な
お従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関す

る経過措置）
第七条 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規
定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規
定の適用については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （形質変更時要届出区域内における土地の形質の

変更の届出に関する経過措置）
第八条 施行日以後の日に附則第四条の規定により
新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届
出区域とみなされた土地の区域において当該土
地の形質の変更に着手する者であって、施行日
前に当該土地の形質の変更について旧法第九条
第一項の規定による届出をした者は、新法第十
二条第一項の規定による届出をしたものとみな
す。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置）

第九条 新法第十六条第一項の規定は、施行日から
起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を
当該要措置区域等（同項に規定する要措置区域
等をいう。）外へ搬出しようとする者（その委
託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうと
する者を除く。）について適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
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◆追加◆ （指定調査機関の指定に関する経過措置）
第十条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項
の規定による指定を受けている者は、施行日
に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみ
なす。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （変更の届出に関する経過措置）

第十一条 新法第三十五条の規定は、施行日から起
算して十四日を経過する日以後に同条に規定す
る事項を変更しようとする指定調査機関につい
て適用し、同日前に当該事項を変更しようとす
る指定調査機関については、なお従前の例によ
る。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （適合命令に関する経過措置）

第十二条 この法律の施行前に旧法第十六条の規定
によりした命令は、新法第三十九条の規定によ
りした命令とみなす。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （罰則の適用に関する経過措置）

第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第
六条の規定によりなお従前の例によることとさ
れる場合における施行日以後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （その他の経過措置の政令への委任）

第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律
の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。

- 改正法･附則- ～ 平成21年 4月24日 法律 第23号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （検討）

第十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過し
た場合において、新法の施行の状況について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。
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